
 

 

 

取引所外国為替証拠金取引説明書 新旧対照表 

 

下線部を改定 

新   旧   

第１章 リスクについて 

１－１． 取引所外国為替証拠金取引のリスク等重要事

項について 

取引所外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価

格の変動により損失が生ずることがあります。また、取

引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイン

トが受取りから支払いに転じることもあります。さら

に、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠

金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額

を上回ることがあります。 

証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、東京

金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象であ

る為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額の取引

所為替証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定

ではありません。 

 

 

第２章 お取引について 

２－１． 取引所外国為替証拠金取引の仕組みについて 

3.証拠金 

 (1) 証拠金の計算方法 

① レバレッジ 25倍方式（個人のお客様） 

取引所における 1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為

替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の 4％に相当す

る円価額となります。 

② HV方式（法人のお客様） 

取引所における 1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為

替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の

相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得

た円価額となります。 

同一通貨組合せで売建玉と買建玉が両建てとなってい

る場合は、建玉数量の多い方の建玉に対してのみ証拠金

額が計算されます。 

証拠金所要額は、建玉数量１枚につき取引所が定める証

拠金基準額を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済によ

る評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したス

ワップポイントの累積額を加算又は減算して算出しま
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証拠金額は、一律方式により計算されます。同一通貨組合

せで売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、建玉数

量の多い方の建玉に対してのみ証拠金額が計算されます。 

一律方式では、建玉数量１枚につき取引所が定める一定の

円通貨額を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済による評

価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップ

ポイントの累積額を加算又は減算して証拠金所要額とし



 

 

す。 

取引証拠金とはポジションを保有するのに必要な証拠

金を、必要証拠金とはポジションを維持するのに必要な

証拠金をいい、通貨ペア毎に異なります。取引証拠金に

ついては、当社ホームページまたは取引システムでご確

認ください。 

また、有効証拠金とは口座資産に評価損益（スポット、

スワップ）を加えたものから、出金依頼額（お客様の依

頼された出金額と手数料を合算したもの）を差し引いた

ものをいいます。 

 

7) ロスカットの取扱い 

当社は、原則 1分以内の間隔で行われる時価評価により

有効証拠金（口座資産に評価損益（スポット、スワップ）

を加えたものから、出金依頼額を差し引いたもの）が、

ロスカット値（個人のお客様は取引証拠金の２０％、法

人のお客様は取引証拠金の額）を下回った場合、損失の

拡大を防ぐ為、お客様が保有する全てのポジションをお

客様の計算において成行注文にて決済いたします。ま

た、その際に、未約定注文である指値注文等についても

全て取消が行われます。 
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